
【高松市子育て支援中小企業表彰制度】 

 

                 

 

 

◆ 対象企業 ◆ 

① 市内に本店または主たる事業所を置く中小企業（常時雇用する従業者（期間を 

定めて雇用される者および季節的業務に雇用される者を除く）の数が１００人以下） 

  ②「次世代育成支援対策推進法」に定める「一般事業主行動計画」を策定し，香川労働局への 

届出をしており，仕事と子育ての両立支援を図るための職場環境の整備に特に積極的に 

取り組んでいる企業 

◆ 応募方法 ◆  

 公募制（自せん・他せんは問いません）  

所定の申込書に記入し，商工労政課まで御提出ください。  

   ＜添付書類＞ ・一般事業主行動計画の写し 

・香川労働局に提出した一般事業主行動計画策定・変更届（様式第１号）の写し 

・就業規則の写し，その他参考となる資料（企業概要のパンフレット，企業内広報紙など） 

      ★募集期間  平成２３年９月９日（金）から平成２３年１１月１８日（金）まで 

    ★選  考  選考委員会で決定します。 

    ★表彰方法  表彰状，記念品を贈呈します。 

    ★そ の 他  表彰企業は，子育て支援中小企業として，本市ホームページや「広報たかまつ」 

など広く紹介する予定です。 

 

 

★申込み・問合せ★ 

             高松市産業経済部 商工労政課 労政係 
               〒７６０－８５７１ 高松市番町一丁目８番１５号 

              ＴＥＬ ８３９－２４１１  ＦＡＸ ８３９－２４４０ 

 

 

高松市では，仕事と子育ての両立支援を図るための  

職場環境の整備に積極的に取り組んでいる中小企業を表彰します。 

※高松市ホームページからダウンロードできます。 

●働きやすい職場環境づくりを目指す企業・・・ 

●安心して子供を育てられる企業・・・ 

●会社のイメージアップにつながります！ 


